
２　事業主等が行う職業能力開発に対する支援    　　　　　　　　　　　　　　　 

(1) 県による事業主等への支援

【認定職業能力開発校一覧　（全21校　うち休校：5校）】
単独施設：5校　（うち休校：3校）

施　設　名 所　　在　　地 訓練 認　定
(実施事業所) (電　話　番　号) 課程 年月日

1 ラ・モード職業訓練校 山鹿市大字中640-1 普通 洋裁 S61.3.31

(㈱ラ・モード) (0968-44-2231)
2 オオタ左官訓練センター 熊本市若葉3丁目15-22 普通 左官タイル施工 H10.4.1

(㈱オオタ) (096-368-2206)
平成２０年度　　休　　校

1 上内左官高等職業訓練校 熊本市龍田陣内4丁目18-47 普通 左官タイル施工 S39.4.1

(上内工業㈱) (096-338-1622) 短期 左官タイル施工

2 熊本職業和裁技術専門校 熊本市龍田陣内4丁目23-41 普通 和裁 S49.4.1

(㈲上田和裁技術研究所) (096-339-1200)
3 永野工業能力開発研修センター 熊本市内坪井町9-57 普通 左官タイル施工 H8.4.4

(㈱永野工業) (096-326-2341)

共同施設：16校　（うち休校：2校）
施　設　名 所　　在　　地 訓練 認　定
(実施団体等) (電　話　番　号) 課程 年月日

1 上益城建設高等職業訓練校 上益城郡御船町大字御船805 普通 木造建築 S34.9.18

(職業訓練法人上益城建設職業訓練運営会) (096-282-0339)
2 八代高等職業訓練校 八代市清水町2-94 普通 左官タイル施工 S34.9.18

(職業訓練法人八代職業訓練運営会) (0965-32-7501) 鉄筋コンクリート施工
木造建築・建築塗装
和裁・木工

短期 建設・建築・塗装
左官・和裁・情報処理

3 玉名高等職業訓練校 玉名市玉名晩次郎2079 普通 木造建築・構造物鉄工 S46.5.1

(職業訓練法人玉名職業訓練運営会) (0968-74-3628) 左官タイル施工

短期 左官タイル施工
木造建築

4 熊本市建設技術専門学院 熊本市南熊本3丁目8-16 普通 左官タイル施工 S48.4.1

(職業訓練法人熊本市職業訓練協会) (096-366-2384) 鉄筋コンクリート施工
木造建築・建築塗装
屋根施工
防水施工・とび

5 熊本市職業訓練センター 熊本市花園7丁目19-10 専門 建築 S54.4.10

熊本職業訓練短期大学校 (096-325-6947) 短期 新入社員教育訓練
(職業訓練法人熊本市職業訓練センター) インテリアサービス

石材・ガラス施工
経営実務・経理事務
建築・板金・畳・塗装
電気工事・配管・販売
情報処理・防水施工
不動産実務

6 九州洋裁職業訓練校 熊本市大江6丁目29-21 普通 洋裁 S57.12.10

(九州洋裁職業訓練会) (096-366-7640) 短期 洋裁

　　　① 認定職業訓練への支援
　　　　　中小企業の事業主やその団体等が認定職業訓練を実施する場合の運営費等、補助
　　　　の対象となる経費の3分の2以内に相当する額を助成します。

訓　練　科　名
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訓　練　科　名

      ※認定職業訓練とは、事業主が自己の雇用する従業員の技能の向上を図るた

　　　　め、知事の認定を受けて、単独又は共同で職業訓練を実施するもので、現

　　　　在、県内に単独5校、共同16校の認定職業訓練校があります。



施　設　名 所　　在　　地 訓練 認　定
(実施団体等) (電　話　番　号) 課程 年月日

7 熊本県美容技術研修センター 熊本市本荘3丁目7-13 短期 美容 H4.3.11

(熊本県美容業生活衛生同業組合) (096-375-8555)
8 熊本美容職業訓練校 熊本市新市街3-18-4F 短期 美容 H4.3.11

(熊本美容職業訓練会) (096-356-7835)

9
熊本県自動車整備商工組合
技能研修センター

熊本市東町4丁目14-8 短期 自動車整備 H5.6.10

(熊本県自動車整備商工組合) (096-367-1553)
10 人吉球磨能力開発センター 人吉市相良町1253-1 普通 木造建築・配管 H10.4.27

(職業訓練法人人吉球磨能力開発センター) (0966-22-2475) 鉄筋コンクリート施工

短期 観光サービス
鉄構技術・情報処理

11
熊本県総合ビルメンテナンス
職業訓練校

熊本市津浦町31-1 短期 ビルクリーニング H15.3.28

(（社）熊本県ビルメンテナンス協会) (096-322-6611)
12 熊本県板金高等職業訓練校 熊本市戸島町887-1 普通 建築板金 H16.4.1

(熊本県板金工業組合) (096-388-0666)
13 熊本県警備業職業訓練校 熊本市水前寺6丁目18-1 短期 セキュリティサービス H16.4.30

(（社）熊本県警備業協会) (096-381-2016)
14 熊本県管工事業組合連合会技術研修センター 熊本市水前寺6丁目2-14 短期 設備 H20.3.28

(熊本県管工事業組合連合会) (096-383-0215)
平成２０年度　　休　　校

1 熊本合同和裁高等職業訓練校 熊本市横手4丁目25-10 普通 和裁 S55.2.5

(熊本合同和裁職業訓練運営会) (096-353-4011) 短期 和裁

2 和裁訓練校シルク・ワーム 熊本市尾ノ上2丁目13-3 普通 和裁 H6.3.31

(シルク・ワーム訓練会) (096-381-1805) 短期 着付 H15.5.15

　　　② 訓練受講者への訓練手当の支給

　　　　　訓練手当は、公共職業安定所長の受講指示により熊本高等技術訓練校や熊本

　　　　職業能力開発促進センターなどの公共職業能力開発施設が行う職業訓練及び職

　　　　場適用訓練を受ける求職者の中で、熊本県訓練手当支給要項で定める一定の要

　　　　件を満たす人（障害者の雇用の促進等に関する法律や母子及び寡婦福祉法など

　　　　に該当する人）に対し、予算の範囲内で支給されます。

訓　練　科　名
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　　　　○　訓練手当の種類

　　　　　・基本手当・・・支給対象者が訓練を受ける期間に応じて支給されます。

　　　　　　　熊本市、荒尾市在住の対象者・・・1日当たり3,930円

　　　　　　　上記以外の対象者・・・・・・・・1日当たり3,530円

　　　　　・受講手当・・・支給対象者が訓練を受けた日数に応じて支給されます。

　　　　　　　１日当たり500円

　　　　　・通所手当・・・支給対象者が訓練施設に通所するために必要な経費が支給

　　　　　　　　　　　　　されます。

　　　　　・上記手当以外に寄宿手当等があります。
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(2) (独)雇用・能力開発機構による事業主等への支援

① 職業能力開発のための相談・支援

② 労働者のキャリア形成の支援

○ キャリア形成促進助成金制度

支給件数
支給額（千円）

③ 教育訓練、研修等の場の提供

【熊本県職業能力開発協会】 TEL：096-384-1711
【熊本職業能力開発サービスセンター】 TEL：096-385-4878
〒862-0950　熊本市水前寺6丁目5-19　熊本県住宅供給公社ビル2F

① 専門的相談業務

平成19年度

　雇用・能力開発機構では、事業主団体等が自ら行う教育訓練、研修等の場
として職業能力開発施設の施設設備を開放しており、地域に開かれた総合的
センターとして活用されています。

　熊本県職業能力開発協会は、職業能力開発促進法に基づき設立された法人で
あり、国や熊本県との密接な連携のもとに技能検定・職業訓練の普及振興など
働く人々の職業能力の開発及び向上を図ることを目的としています。
　事業主の方等への支援としては、技能検定試験等の実施、認定職業能力開発
校の育成、職業能力開発推進者経験交流プラザの開催のほか、各種講習会、研
修会、大会等の実施や、職業能力開発に関する相談、指導、情報提供を行って
います。

　人材育成のプランづくりなど、能力開発に関する企業からの相談に対し、
キャリア開発アドバイザーや人材育成コンサルタントが助言や情報提供を行
います。
　また、企業からの求めに応じて人材育成コンサルタントを派遣し、その企
業の実状にあった人材育成のプランづくりの支援や相談に応じます。

54,63271,06072,48957,887

(3) 熊本県職業能力開発協会（熊本職業能力開発サービスセンター）による事業主
　等への支援

　近年の技術革新や情報化の進展等による技能・技術の高度化、複合化等に
労働者が的確に対応できるように、熊本センター（熊本職業能力開発促進セ
ンター）、熊本センター熊本テルサ事務所及び荒尾職業能力開発促進セン
ターにおいては、職業能力開発に関する情報提供・相談業務等のサービスを
行っています。
　また、熊本テルサ事務所では、「職業能力開発体系」に基づく教育訓練プ
ログラムの開発を行うほか、職業能力開発に係る各種助成金（キャリア形成
促進助成金等）や支援施策についての制度案内から手続き説明、関係機関へ
の取り次ぎを行うための「総合相談窓口」を開設しています。

　技術革新の進展や就労形態の多様化などに対応するため、自発的に職業生
活設計に即した職業能力の開発・向上を図る労働者に対し、熊本テルサ事務
所内に「キャリア形成支援コーナー」を設置し、労働者のキャリア形成に対
する支援を行っています。
　また、事業主に対しても、キャリアコンサルティングの技法等に係る指
導・援助も行っています。

　当助成金は、従業員のキャリア形成を促進するために職業訓練等の能力
開発を体系的かつ段階的に実施する事業主に対して助成する制度です。

250 254 271 257
平成16年度 平成17年度 平成18年度
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〔職業能力開発推進者〕

〔キャリア形成促進助成金の申請書作成の指導〕

② 能力開発情報システム「ＡＤＤＳ」による情報提供

(4) 公共職業安定所等による労働者に対する支援

① 公共職業安定所による教育訓練給付制度

教育訓練給付金の支給状況 （単位：千円）

資料出所　熊本労働局職業安定部職業安定課「くまもとの職業安定業務月報」

② (財)21世紀職業財団による支援事業

　雇用・能力開発機構熊本センターが行うキャリア形成促進助成金の申請
書作成に関する記載方法の指導等を行っています。
※キャリア形成促進助成金を受給するためには、事業主は、「職業能力開
発推進者」を選任し、職業能力開発協会に選任届を提出していなければな
りません。

　中央職業能力開発協会が構築しているデータベースシステム「ＡＤＤＳ」
により、能力開発に関する教育訓練施設や研修・セミナー会場、講師、教材
など多様な情報を提供します。

　(財)21世紀職業財団では、「女性の活躍推進事業」、「仕事と育児・介護
との両立支援事業」、「短時間労働援助事業」を3つの大きな主要事業とし
て、セミナー、研修会、情報提供、助成金の支給等の事業を行っています。

　各公共職業安定所（ハローワーク）では、一定の条件を満たす雇用保険の
一般被保険者（在職者）または一般被保険者であった方（離職者）が、厚生
労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払っ
た教育訓練経費の20％に相当する額（支給要件期間が３年以上の者（初回に
限り、１年以上の者）が対象で4千円超・上限10万円)が支給されます。支給
要件期間が5年を満たす方が平成15年5月1日以降平成19年9月30日以前に受講
を開始した場合には、教育訓練経費の40%に相当する額（上限20万円）が支給
されます。

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
615,552 1,357,090 159,344 78,744 75,057 67,364

　企業における従業員の能力開発を推進するため、職業能力開発促進法で
は「職業能力開発推進者」を設置するよう規定されており、推進者を対象
とする研修会等を実施しています。
　なお、各事業主は、職業能力開発推進者を設置した場合は、職業能力開
発協会に届出をすることとなっています。


